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一　

は
じ
め
に

　

我
が
国
の
刑
法
一
条
一
項
は
「
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
す
べ
て
の
者
に
適
用
す
る
」
と
定
め
（
属
地
主
義
）、

学
説
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
日
本
国
内
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
」
と
い
え
る
か
が
争
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
、
構
成
要
件
該
当
事

実
の
一
部
で
も
国
内
で
実
現
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
遍
在（
1
）説が
通
説
と
さ
れ
る
一
方
、
近
時
に
お
い
て
は
、
国
内
で
法
益
侵
害
が
生
じ
た

場
合
に
の
み
刑
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
結
果（
2
）説も

有
力
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
を
契
機
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合

は
遍
在
説
を
修
正
し
、
刑
法
の
適
用
を
限
定
す
べ
き
と
の
議
論
が
登
場
し
た
。
た
と
え
ば
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
に
い
う
「
わ
い
せ
つ
」

な
画
像
が
海
外
か
ら
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
場
合
に
、
日
本
か
ら
当
該
画
像
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
日
本
刑
法
の
適
用

を
認
め
る
の
は
不
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
た
の
で
あ（
3
）る。
特
に
、
性
風
俗
の
内
容
は
各
国
の
文
化
の
影
響
を
受
け
、
わ

い
せ
つ
の
基
準
も
各
国
で
異
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
よ
う
な
場
合
に
日
本
刑
法
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
の
不
当
性
は
、
い
っ
そ

う
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

以
上
の
背
景
の
下
、
我
が
国
で
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯
罪
に
関
し
て
属
地
主
義
を
制
限
す

る
こ
と
の
可
否
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯
罪
に
関
し
て
は
遍
在
説
を
排
除
す
る
見
解
、
行
為
者
の
主
観
面

に
従
っ
て
刑
法
の
適
用
を
限
定
す
る
見
解
、
行
為
者
ま
た
は
被
害
者
の
国
籍
に
従
っ
て
こ
れ
を
限
定
す
る
見
解
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い（
4
）る。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
な
情
報
に
対
し
て
日
本
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
犯
罪
地

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
従
来
の
基
準
に
従
え
ば
（
過
度
に
広
範
に
）
犯
罪
地
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
犯
罪
地
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
以
外
の
外
在
的
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
で
、
刑
法
の
適
用
を
限
定
す
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る
試
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
外
在
的
な
制
約
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
違
法
な
情
報
に
対
し
て
日
本
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、

本
当
に
日
本
が
犯
罪
地
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
手
薄
だ
っ
た
感
が
あ（
5
）る。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
議
論
で
は
、
以
上
の
場
合
に

国
内
犯
罪
地
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ（
6
）る。
し
か
し
、
日
本
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス

可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
日
本
が
犯
罪
地
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
の
帰
結
で
は
な
い
。
加
え
て
、
提
案
さ
れ
て
い
る
「
外
在
的

制
約
」
の
多
く
は
、
理
論
的
根
拠
が
不
十
分
と
の
批
判
を
受
け
て
い（
7
）る。
以
上
に
鑑
み
れ
ば
、
外
在
的
制
約
を
通
じ
て
刑
法
適
用
の
限
定

を
試
み
る
前
に
、
犯
罪
地
の
有
無
を
確
定
す
る
段
階
で
、
刑
法
適
用
の
限
界
を
改
め
て
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

一
方
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
こ
の
点
に
関
し
て
二
つ
の
問
題
領
域
の
区
別
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
後
述

（
第
二
章
）
の
通
り
遍
在
説
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
外
国
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
違
法
な
表
現
が
公
開
さ
れ
、
こ
れ

に
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
そ
も
そ
も
「
行
為
地
」
な
い
し
「
結
果
地
」
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
、「
表
現
犯
」

（Äußerungsdelikt

）
と
犯
罪
地
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
（
第
一
の
問
題
）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、「
表
現
犯
」
の
多
く
が
抽
象

的
危
険
犯
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
こ
の
議
論
は
「
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
犯
罪
地
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
連
結
す
る
か
た
ち

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
表
現
犯
と
し
て
は
、
ポ
ル
ノ
文
書
の
頒
布
等
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
四
条
）、
ナ
チ
ス
を
礼
賛
す
る
行
為
等

（
八
六
条
以
下
お
よ
び
一
三
〇
条
等
）、
犯
罪
行
為
へ
の
公
然
の
煽
動
（
一
一
一
条
）
等
が
あ（
8
）る。
そ
し
て
、
以
上
の
第
一
の
問
題
に
関
し
て
、

表
現
犯
が
国
外
か
ら
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
ド
イ
ツ
が
犯
罪
地
に
な
る
と
い
う
結
論
が
採
用
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
で
は
刑
法
の

適
用
が
過
度
に
広
範
に
及
ん
で
し
ま
う
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯
罪
に
関
し
て
属
地
主
義
に
限
定
を
加
え
る
べ
き
と
の
議
論
が
展
開

さ
れ
る
、
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
（
第
二
の
問
題
）。

　

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
い
て
も
動
き
が
み
ら
れ
る
。
学
説
上
、
国
外
か
ら
行
わ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
っ
て
も
国
内

結
果
地
を
観
念
で
き
る
か
に
関
し
て
は
、
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
た
が
、
二
〇
一
四
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
に
お
い
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て
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
は
結
果
地
を
観
念
で
き
な
い
と
す
る
決
定
が
登
場
し
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
同
決
定
は
、
抽
象
的
危
険

犯
と
の
関
係
で
、
第
二
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
第
一
の
問
題
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
の
限
界
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
日

本
の
議
論
に
と
っ
て
も
大
い
に
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
今
般
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
至
っ
た
ド
イ
ツ
の
議
論
の
背
景
と
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
判
例
の
動
向
を
紹
介
し
、
こ

れ
が
日
本
と
の
関
係
で
ど
の
程
度
示
唆
的
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
以
下
、
ま
ず
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
地
に
関
す
る

諸
制
度
を
概
観
し
（
二
）、
次
に
ド
イ
ツ
の
遍
在
説
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
と
い
う

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
状
況
を
確
認
す
る
（
三
）。
そ
の
後
、
抽
象
的
危
険
犯
並
び
に
表
現
犯
を
め
ぐ
る
学
説
（
四
）

お
よ
び
近
時
の
判
例
（
五
）
の
動
向
を
確
認
し
、
最
後
に
、
こ
の
議
論
が
日
本
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
、

若
干
な
が
ら
付
言
す
る
（
六
）。
な
お
、
以
下
で
単
に
条
文
番
号
を
引
用
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
の
そ
れ
を
指
す
。

二　

犯
罪
地
決
定
の
意
義

　

ド
イ
ツ
刑
法
は
、
ド
イ
ツ
の
「
国
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪
〔Ta

（
9
）

ten

〕」
に
適
用
さ
れ
る
（
三
条
、
属
地
主
義
）。
犯
罪
が
「
国
内
で
」
行
わ

れ
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、「
作
為
を
行
っ
た
地
、
若
し
く
は
、
不
作
為
の
場
合
に
は
作
為
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
地
、
又
は
、
構
成
要

件
に
属
す
る
結
果
が
発
生
し
た
地
、
若
し
く
は
、
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
発
生
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
地
」
が
ド
イ
ツ
国
内
で
あ
れ
ば
足

り
る
（
九
条
一
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
地
か
結
果
地
の
い
ず
れ
か
が
ド
イ
ツ
国
内
に
あ
れ
ば
国
内
犯
と
認
め
ら
れ
る
点
で
、
ド
イ
ツ

刑
法
で
は
遍
在
説
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
）
10
（

る
。

　

国
外
犯
に
関
し
て
は
刑
法
の
適
用
に
追
加
的
な
要
件
が
付
さ
れ
る
た
め
、
国
内
犯
と
国
外
犯
を
区
別
す
る
こ
と
は
重
要
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
国
外
犯
に
ド
イ
ツ
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
五
条
（
内
国
の
法
益
に
対
す
る
国
外
犯
）
ま
た
は
六
条
（
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
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法
益
に
対
す
る
国
外
犯
）
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
該
当
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
七
条
所
定
の
双
罰
性
・
国
籍
・
引
渡
し
不
可
能
と
い
っ

た
要
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
犯
罪
類
型
は
、
国
内
犯
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
可

罰
的
と
な
）
11
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
頒
布
の
罪
（
一
八
四
条
ｂ
）
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
越
境
的
に
行
わ
れ
う
る
表
現

犯
で
は
あ
る
が
、
国
外
犯
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
た
め
（
六
条
六
号
）、
国
内
犯
罪
地
の
有
無
は
重
要
で
は
な
）
12
（
い
。

　

さ
ら
に
、
国
境
を
ま
た
ぐ
離
隔
犯
に
限
ら
ず
、
犯
罪
事
象
が
国
内
で
完
結
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く
裁
判
籍

（G
erichtsstand

）
が
、
刑
法
九
条
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
訟
法
七
条
一
項
で
は
、
管
轄
を
有
す
る
裁

判
所
と
し
て
「
犯
罪
〔Straftat

〕
が
行
わ
れ
た
地
区
を
管
轄
す
る
裁
判
所
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
犯
罪
行
為
」
の
場
所
は
、
刑
法
九

条
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
）
13
（
る
。

三　

構
成
要
件
に
属
す
る
結
果

　

以
上
の
通
り
、
行
為
か
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
の
い
ず
れ
か
が
ド
イ
ツ
国
内
に
存
在
す
れ
ば
、
国
内
犯
と
し
て
刑
法
の
適
用
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
九
条
一
項
で
は
行
為
地
が
犯
罪
地
と
な
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
違
法
な
情
報
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行

為
が
国
内
で
行
わ
れ
た
場
合
に
刑
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
争
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
論
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
国

外
に
所
在
す
る
行
為
者
が
国
外
の
サ
ー
バ
ー
に
違
法
な
デ
ー
タ
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、

ド
イ
ツ
で
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
生
じ
た
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
の

基
本
的
な
内
容
を
概
観
す
る
。
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㈠　

犯
罪
地
に
関
す
る
規
定
の
変
遷

　

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
属
地
主
義
・
犯
罪
地
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
内
容
に
変
遷
が
み
ら
れ
、
以
下
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
九
四
〇
年
以
前
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
三
条
に
お
い
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
「
全
て
の
可
罰
的
行
為
」（alle

…
…

strafbaren H
andlungen

）
に
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
一
方
、
結
果
地
に
は
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
見

す
る
と
、
行
為
地
の
み
に
し
た
が
っ
て
犯
罪
地
が
決
せ
ら
れ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
「
行
為
」
概
念

を
拡
張
的
に
解
し
て
、
行
為
者
の
身
体
的
挙
動
が
な
さ
れ
た
地
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
に
は
結
果
地
を
も
犯
罪
地
に
取
り
込
ん
で
い
た
と

さ
れ
て
い
）
14
（

る
。

　

一
九
四
〇
年
の
刑
法
改
）
15
（

正
に
よ
り
、
犯
罪
地
の
決
定
に
関
す
る
規
定
（
旧
三
条
三
項
）
が
、
現
行
の
九
条
一
項
と
ほ
ぼ
同
様
の
か
た
ち

で
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
行
為
地
と
結
果
地
の
い
ず
れ
も
犯
罪
地
と
な
る
こ
と
が
、
条
文
上
示
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
当
時
は
、

単
に
「
結
果
地
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
」
と
い
う
限
定
は
か
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
行
為
か

ら
生
じ
た
い
か
な
る
「
結
果
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
構
成
要
件
的
結
果
で
な
け
れ
ば
結
果
地
を
基
礎
づ
け

な
い
こ
と
は
、
当
時
か
ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
）
16
（

た
。

　

そ
の
後
、
一
九
六
九
年
の
第
二
次
刑
法
改
正
法
に
お
い
て
、
旧
三
条
三
項
は
現
行
規
定
で
あ
る
九
条
一
項
に
移
さ
れ
、
行
為
地
と
「
構

成
要
件
に
属
す
る
」
結
果
発
生
地
の
双
方
が
犯
罪
地
と
な
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
九
条
一
項
の
文
言
は
あ
く
ま
で
も
「
妥

当
し
て
い
る
法
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
）
17
（

い
」
と
さ
れ
、
構
成
要
件
実
現
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
所
為
の
影
響
は
、
犯

罪
地
を
基
礎
づ
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
さ
れ
）
18
（
る
。



インターネット上の抽象的危険犯と犯罪地

107

㈡　

構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
の
射
程
範
囲

1　

行
為
か
ら
生
じ
た
影
響

　

そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
作
用
で
あ
れ
ば
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
論
者
の
間
で
ほ
ぼ
一
致

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　

前
述
の
通
り
、
結
果
に
「
構
成
要
件
に
属
す
る
」
と
い
う
限
定
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、「
構
成
要
件
上
重
要
で
な
い
」
影
響

は
、
犯
罪
地
決
定
の
判
断
に
あ
た
っ
て
重
要
性
を
持
た
な
い
。

　

こ
の
点
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
と
「
法
益
侵
害
」
は
別
個
の
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
る
の
は
あ

く
ま
で
も
前
者
で
あ
る
こ
と
が
基
本
的
に
は
前
提
と
さ
れ
て
い
）
19
（

る
。
た
と
え
ば
、
単
純
挙
動
犯
に
お
い
て
も
保
護
法
益
は
当
然
想
定
さ
れ

る
が
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
は
要
求
さ
れ
な
い
た
め
結
果
地
を
有
さ
ず
、
行
為
地
の
み
が
犯
罪
地
に
な
る
と
説
明
さ
れ
）
20
（
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ド
イ
ツ
で
盗
ま
れ
た
自
動
車
が
ベ
ル
ギ
ー
で
転
売
さ
れ
た
場
合
、
当
該
転
売
行
為
は
単
純
挙
動
犯
と
さ
れ
る
盗
品
等
蔵
匿
罪
（
二
五

九
条
）
の
構
成
要
件
に
は
該
当
し
う
る
が
、
盗
品
の
売
買
行
為
が
ベ
ル
ギ
ー
で
完
結
し
て
い
る
以
上
は
、

―
ド
イ
ツ
に
所
在
す
る
被
害

者
の
財
産
権
が
更
に
侵
害
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く

―
国
内
結
果
地
が
欠
け
、
ド
イ
ツ
は
犯
罪
地
と
な
ら
な
）
21
（

い
。

　

ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
侵
害
結
果
に
あ
た
ら
な
く
と
も
、
構
成
要
件
上
要
求
さ
れ
る
限
り
で
、「
中
間
結
果
」（Zw

ischenerfolg

）

で
あ
っ
て
も
結
果
地
を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
、
錯
誤
お
よ
び
交
付
行
為
の
場
所
で
あ
っ
て
も
犯
罪

地
を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
）
22
（

る
。
さ
ら
に
、
後
述
の
通
り
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
結
果
地
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る

も
の
の
、
抽
象
的
危
険
犯
の
構
成
要
件
に
中
間
結
果
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
発
生
し
た
地
に
お
い
て
結
果
地
が
認
め
ら
れ
る
と

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
放
火
罪
（
三
〇
六
条
以
下
）
で
は
構
成
要
件
上
、
建
造
物
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
破
壊

さ
れ
た
こ
と
と
い
う
中
間
結
果
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
破
壊
対
象
の
所
在
地
は
結
果
地
に
あ
た
る
と
さ
れ
）
23
（
る
。
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2　

九
条
の
「
基
本
思
想
」
と
客
観
的
処
罰
条
件

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
厳
密
に
は
構
成
要
件
に
は
あ
た
ら
な
い
客
観
的
処
罰
条
件
で
あ
っ
て
も
、
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成
要
件

に
属
す
る
結
果
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
九
六
年
八
月
二
二
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
）
24
（
決
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
飲
酒
し
酩
酊
状
態
に
陥
っ
た
被
告
人
が
、
ド
イ
ツ
に
向
け
て
ア
ウ
ト

バ
ー
ン
上
を
走
行
中
、
ド
イ
ツ
国
内
で
二
人
を
は
ね
て
死
亡
さ
せ
た
行
為
が
、
完
全
酩
酊
罪
（
三
二
三
条
ａ
）
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。

　

同
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
酩
酊
状
態
に
陥
っ
た
者
が
、
こ
の
状
態
で
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

酩
酊
の
結
果
、
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
た
め
に
〔
…
〕
そ
の
違
法
な
行
為
を
理
由
と
し
て
は
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
に
は
、
故

意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
自
ら
を
酩
酊
状
態
に
陥
ら
せ
た
こ
と
に
基
づ
き
処
罰
さ
れ
る
。
同
罪
の
可
罰
的
行
為
は
自
ら
酩
酊
状
態
に
陥
る
こ

と
に
尽
き
、
酩
酊
状
態
で
行
っ
た
そ
の
後
の
行
為
は
客
観
的
処
罰
条
件
と
さ
れ
）
25
（

る
。
本
件
事
案
で
は
、「
自
ら
を
酩
酊
状
態
に
陥
ら
せ

る
」
こ
と
は
オ
ラ
ン
ダ
側
で
行
わ
れ
、
酩
酊
状
態
で
走
行
し
二
名
を
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
事
象
は
ド
イ
ツ
国
内
で
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

客
観
的
処
罰
条
件
の
み
が
国
内
で
実
現
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
に
あ
た
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
九
条
一
項
に
い
う
構
成
要
件
に
属
す
る
「
結
果
」
は
、
一
般
構
成
要
件
論
に
お
け
る
そ
れ
を
い
う
の
で
は
な
く
、
同
条
の

基
本
思
想
は
、「
各
処
罰
規
定
が
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
法
益
侵
害
ま
た
は
そ
の
危
殆
化
が
国
内
で
生
じ
た
場
合
に
は

―

た
と
え
行
為
が
外
国
で
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も

―
ド
イ
ツ
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
」
点
に
あ
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
構

成
要
件
的
結
果
に
限
ら
ず
、
客
観
的
処
罰
条
件
で
あ
っ
て
も
、
各
処
罰
規
定
が
そ
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
評
価

で
き
る
場
合
に
は
、
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
う
る
と
さ
れ
）
26
（

た
。

3　

小　

括

　

以
上
よ
り
、
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
と
い
う
要
件
は
、
結
果
地
を
限
定
す
る
機
能
を
有
す
る
一
方
で
、（
特
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に
「
構
成
要
件
に
属
す
る
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
）
さ
ほ
ど
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
単
純
挙
動
犯
の
例
で
み
た
通
り
、
行
為
が
事
後
的
に
法
益
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
当
該
影
響
は
、
可
罰
性
を

生
じ
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
な
い
限
り
、
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
な
）
27
（
い
。
他
方
、
可
罰
性
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
情
で
あ
る
限
り
、

行
為
か
ら
生
じ
た
中
間
結
果
（
詐
欺
に
お
け
る
錯
誤
、
放
火
に
お
け
る
破
壊
）
で
あ
っ
て
も
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
結

果
が
条
文
上
ま
た
は
解
釈
上
要
求
さ
れ
る
犯
罪
類
型
で
は
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
観
念
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
は
、
九
条
の

「
基
本
思
想
」
に
合
致
す
る
限
り
で
、
客
観
的
処
罰
条
件
で
あ
っ
て
も
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
う
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
結
果
犯
お
よ
び
具
体
的
危
険
犯
で
は
、
九
条
に
い
う
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
地
が
観
念
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
争
い
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
類
型
で
は
、
侵
害
結
果
な
い
し
具
体
的
危
険
結
果
の
発
生
が
、
構
成
要
件
上
要

求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
次
章
で
み
る
通
り
、
抽
象
的
危
険
犯
を
め
ぐ
っ
て
は
、
①
同
犯
罪
類
型
に
関
す
る
理
解
、
お
よ
び
、
②
先
に
み
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
九
条
の
「
基
本
思
想
」
の
射
程
の
解
釈
に
応
じ
て
、
結
果
地
を
観
念
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
。

四　

抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
犯
罪
地
を
め
ぐ
る
学
説

㈠　

抽
象
的
危
険
犯
論
と
結
果
地

　

抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
、
伝
統
的
通
説
と
さ
れ
る
形
式
説
に
よ
れ
ば
、
危
険
ま
た
は
侵
害
が
現
に
発
生
す
る
こ
と
は
、
構
成
要
件
上

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
く
、
そ
の
防
止
が
立
法
者
の
動
機
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
見
解
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
は
結
果
地
が
観
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念
で
き
な
い
と
の
立
場
に
繫
が
り
や
す
い
と
い
え
る
。
一
方
、
実
質
説
か
ら
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
も
結
果
発
生
を
観
念
す
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
発
生
地
が
結
果
地
と
し
て
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
る
、
と
の
帰
結
が
導
か
れ
う
）
28
（

る
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
抽
象
的
危
険
犯
が
犯
罪
地
を
有
す
る
か
と
い
う
議
論
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
犯
と
の
関
係
で
も
論

じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
現
犯
の
多
く
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
て
、
国
外
で
刑
法
上
違
法
な
表
現
が
公
開

さ
れ
、
ド
イ
ツ
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
ド
イ
ツ
で
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
生
じ
た
と
い
え
る
か
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
犯
の
事
例
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
抽
象
的
危
険
犯
が
「
構
成
要

件
に
属
す
る
結
果
」
を
有
す
る
か
を
め
ぐ
る
学
説
を
概
観
し
て
い
く
。

　

た
だ
し
、
全
て
の
表
現
犯
が
抽
象
的
危
険
犯
に
あ
た
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
表
現
犯
の
代
表
例
と
し
て
侮
辱
罪
（
一
八
五

条
）
が
あ
る
が
、
同
罪
で
は
、
侮
辱
的
内
容
が
侮
辱
の
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
に
到
達
す
る
と
い
う
結
果
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、「
構
成

要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
観
念
で
き
る
こ
と
に
は
争
い
は
な
）
29
（
い
。
そ
の
意
味
で
、
以
下
の
議
論
は
、
全
て
の
表
現
犯
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
「
抽
象
的
危
険
犯
」
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡　

抽
象
的
危
険
犯
に
は
結
果
地
が
観
念
で
き
な
い
と
す
る
見
解
（
否
定
説
）

　

多
数
説
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
は
（
単
純
挙
動
犯
と
同
様
に
）
結
果
地
が
存
在
せ
ず
、
行
為
地
の
み
が
犯
罪
地
と
な
る
と
す
）
30
（
る
。
こ
の
見

解
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
通
説
で
あ
る
形
式
説
の
反
映
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
否
定
説
の
論
者
に
よ
れ
ば
、

構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
問
題
と
な
る
犯
罪
構
成
要
件
に
お
い
て
、
行
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
「
外
界
の

変
更
」
が
要
求
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
31
（
い
と
こ
ろ
、
形
式
説
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
危
険
は
立
法
者

の
動
機
に
す
ぎ
ず
、
犯
罪
成
立
の
た
め
に
危
険
が
現
に
生
じ
た
こ
と
は
必
要
な
い
と
説
明
さ
れ
る
た
め
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」

が
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
抽
象
的
危
険
が
現
に
具
体
的
危
険
ま
た
は
侵
害
結
果
に
転
化
し
た
（um

schlägt

）
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場
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
「
結
果
」
は
構
成
要
件
上
重
要
で
は
な
く
、
結
果
地
を
基
礎
づ
け
な
い
。
こ
の
点
で
、
抽
象
的
危
険
犯

は
単
純
挙
動
犯
と
同
一
の
扱
い
と
な
）
32
（

る
。

　

こ
の
見
解
か
ら
は
、
外
国
で
違
法
な
内
容
の
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
と
な
る

構
成
要
件
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
限
り
、
原
則
と
し
て
刑
法
の
適
用
は
な
）
33
（
い
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
刑
法
の
適
用
範
囲
が
狭
す
ぎ

る
と
し
て
批
判
さ
れ
）
34
（

る
。

㈢　

行
為
地
を
拡
大
す
る
見
解

　

抽
象
的
危
険
犯
が
結
果
地
を
有
さ
な
い
と
す
る
見
解
の
中
に
は
、
行
為
地
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯

罪
特
有
の
事
象
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。

　

一
般
に
、
行
為
者
が
物
理
的
に
所
在
し
て
い
る
地
が
行
為
地
と
し
て
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学

説
の
中
で
争
い
は
な
）
35
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
サ
ー
バ
ー
に
ポ
ル
ノ
画
像
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
場
合
、

ド
イ
ツ
が
行
為
地
と
な
る
。

　

行
為
地
を
拡
大
す
る
論
者
は
こ
れ
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
犯
の
場
合
に
は
、「
行
為
者
が
意
図
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
デ
ー
タ
を
保
存
し
た
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
」
も
ま
た
行
為
地
と
な
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
ド
イ

ツ
国
内
に
設
置
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
に
ポ
ル
ノ
画
像
を
蔵
置
し
た
場
合
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
も
行
為
地
と
な
る
。

　

た
と
え
ば
コ
ー
ニ
ル
ス
は
、「
仮
想
的
な
所
在
」（virtuelle Anw

esenheit

）
と
い
う
視
点
を
提
唱
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
離
れ
て
設
置

さ
れ
た
二
つ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
間
で
は
、
一
方
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
他
方
に
対
し
て
直
接
的
に
ア
ク
セ
ス
が
な
さ
れ
る
と
い
う
作

用
が
存
在
し
、
操
作
者
は
手
元
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
相
手
方
の
そ
れ
を
同
時
に
操
作
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
操
作
者
は
自
身
の
所

在
地
だ
け
で
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
部
で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
）
36
（

る
。
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ま
た
、
エ
ー
ザ
ー
は
、
行
為
者
の
所
在
地
の
み
な
ら
ず
、
行
為
が
同
時
に
「
及
ん
で
い
る
」（entfalten

）
場
所
も
行
為
地
に
な
る
と
の

理
解
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯
罪
に
お
い
て
は
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
も
ま
た
行
為
地
と
な
る
と
の
帰
結
を
導
い
て
い
る
。
加
え
て
、
彼

に
よ
れ
ば
、
表
明
行
為
が
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
知
覚
さ
れ
う
る
場
所
も
行
為
地
に
あ
た
る
と
さ
れ
）
37
（
る
。

　

し
か
し
、
行
為
地
拡
大
説
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
サ
ー
バ
ー
に
デ
ー
タ
が
伝
達
さ
れ
る
か
は
基
本
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
で
あ

り
、
行
為
地
の
有
無
を
技
術
的
な
偶
然
性
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
）
38
（

る
。
加
え
て
、
九
条
の
文
言
上
、
犯

罪
地
を
基
礎
づ
け
る
要
素
と
し
て
「
行
為
」
と
「
結
果
」
が
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
両
者
は
別
個
の
概
念
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
こ
）
39
（

ろ
、
こ
の
見
解
は
行
為
概
念
を
過
度
に
拡
張
し
、
結
果
概
念
と
の
境
界
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
も
批
判
さ
れ
て
い
）
40
（

る
。

こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
り
、
こ
の
見
解
は
多
数
の
支
持
を
集
め
て
は
お
ら
ず
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
地
は
基
本
的
に
行
為
者
の
所
在
地
に

限
ら
れ
る
。

㈣　

抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
結
果
地
を
観
念
で
き
る
と
す
る
見
解
（
肯
定
説
）

1　

抽
象
的
危
険
犯
に
結
果
発
生
を
観
念
す
る
見
解

　

学
説
で
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
も
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
犯
罪
地
が
基
礎
づ

け
ら
れ
う
る
と
の
見
解
が
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
も
一
定
の
危
険
の
創
出
が
要
求
さ
れ

る
と
い
う
実
質
説
の
立
場
と
親
和
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
論
者
は
放
火
罪
（
三
〇
六
条
ａ
第
一
項
一
号
）
に
お
い
て
、
誰
も
所
在
し
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
小
屋
に
放
火
す
る
場
合
の
よ
う
な
、
危
険
が
は
じ
め
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
に
は
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
依
拠
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
も
危
険
「
結
果
」
が
観
念
で
き
る
と
し
、
そ
の
発
生
地
が
結
果
地
と
し
て
犯
罪
地

を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
）
41
（

る
。

　

ま
た
、
こ
の
立
場
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
客
観
的
処
罰
条
件
で
あ
っ
て
も
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
に
あ
た
る
と
し
た
際
に
言
及
し
た
、
九
条
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一
項
の
「
基
本
思
想
」
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
条
一
項
の
基
本
思
想
は
「
各
処
罰
規
定
が
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
法
益
侵
害
ま
た
は
そ
の
危
殆
化
が
国
内
で
生
じ
た
場
合
に
は
ド
イ
ツ
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
の
前
提
に
基
づ
き
、

「
九
条
の
意
味
に
お
け
る
『
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
』
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
一
般
的
な
構
成
要
件
論
の
意
味
に
お
け
る
、
行
為

と
時
間
的
・
場
所
的
に
分
離
さ
れ
た
侵
害
・
危
殆
化
作
用
を
要
求
す
る
結
果
概
念
か
ら
は
分
離
す
る
こ
と
が
望
ま
し
）
42
（
い
」
と
さ
れ
る
。
そ

の
上
で
、
現
に
侵
害
結
果
・
具
体
的
危
険
結
果
が
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
抽
象
的
危
険
が
具
体
的
危
険
に
転
化
し

う
る
場
所
」
で
あ
れ
ば
、
結
果
地
に
あ
た
る
と
す
）
43
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
違
法
な
内
容
が
掲
載
さ
れ
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
既
に
結
果
地
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
論
者
は
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
現
実
の
危
険
発
生
と
い
う
要
件
が
放
棄
さ
れ
、
処
罰
が
前
倒
し
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
法
益
保

護
の
保
障
が
図
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
前
倒
し
の
ゆ
え
に
刑
法
の
適
用
範
囲
が
狭
ま
る
の
は
不
当
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い

る
）
44
（

。

　

以
上
の
見
解
に
対
し
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
形
式
説
を
と
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
加
え
て
、
五
条
一
〇
号
で
は
、
国

外
犯
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
類
型
と
し
て
偽
証
罪
（
抽
象
的
危
険
犯
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
っ
て

も
結
果
地
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
同
号
で
偽
証
罪
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
余
分
に
な
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
偽
証
罪
は
、

た
と
え
国
外
で
行
わ
れ
て
も
常
に
ド
イ
ツ
の
司
法
作
用
に
対
す
る
侵
害
の
「
危
険
」
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
）
45
（
る
。
た
だ
し
、
五
条
一
〇
号
で

偽
証
罪
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
同
罪
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
反
論
も
な
さ

れ
て
い
）
46
（

る
。

2　
「
所
為
行
為
結
果
」
お
よ
び
情
報
伝
達
の
態
様
に
依
拠
す
る
見
解

　

ズ
ィ
ー
バ
ー
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
犯
に
関
し
て
、
結
果
犯
・
具
体
的
危
険
犯
・
抽
象
的
危
険
犯
と
い
う
区
別
に
従
っ
て
結
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果
地
の
有
無
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
基
準
に
依
拠
し
て
結
果
地
の
確
定
を
試
み
て
い
る
。
彼
の
見
解
は
二
段
階
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
え
、
第
一
段
階
で
は
「
所
為
行
為
結
果
」（Tathandlungserfolg

）
の
有
無
の
確
定
、
そ
し
て
第
二
段
階
で
は
表
現
の
発
信

に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
技
術
の
種
類
に
従
っ
た
所
為
行
為
結
果
の
限
定
が
行
わ
れ
る
。

　

第
一
段
階
に
つ
い
て
み
る
と
、
ズ
ィ
ー
バ
ー
も
、
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
と
い
う
文
言
は
、
一
般
構
成
要
件

論
に
い
う
結
果
概
念
よ
り
も
広
く
解
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
し
て
、
所
為
行
為
（Tathandlung

）
お
よ
び
所
為
結
果

（Taterfolg

）
が
国
内
に
存
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、「
行
為
者
が
外
国
で
行
動
し
て
い
た
も
の
の
、
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
る
行
為
が
国

内
で
実
現
し
た
場
合
に
は
、『
所
為
行
為
結
果
』
も
認
め
ら
）
47
（

れ
」、
こ
の
所
為
行
為
結
果
を
も
っ
て
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成
要
件
に
属
す

る
結
果
」
に
あ
た
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
行
為
者
が
ポ
ル
ノ
を
含
む
文
書
を
外
国
か
ら
郵
便
で
ド

イ
ツ
に
送
付
し
た
場
合
、
ポ
ル
ノ
文
書
の
頒
布
の
罪
（
一
八
四
条
）
の
所
為
行
為
結
果
は
ド
イ
ツ
で
生
じ
て
お
り
、「
構
成
要
件
に
属
す

る
結
果
」
が
ド
イ
ツ
に
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
）
48
（
る
。

　

次
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
表
現
犯
、
と
り
わ
け
ポ
ル
ノ
等
の
「
接
近
可
能
化
」
の
犯
罪
類
型
に
関
し
て
、
ズ
ィ
ー

バ
ー
は
第
二
段
階
と
し
て
更
な
る
制
約
を
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
①
デ
ー
タ
が
電
子
メ
ー
ル
等
を
通
じ
て
外
国
か
ら
ド
イ
ツ
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
対
し
て
積
極
的
に
送
信
さ
れ
る
場
合
（
プ
ッ
シ
ュ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
と
、
②
外
国
か
ら
ウ
ェ
ブ
上
に
掲
載
さ
れ
た
デ
ー
タ
が

ド
イ
ツ
国
内
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ
る
場
合
（
プ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
を
区
別
し
、
後
者
の
場
合
は
所
為
行
為
結
果
が
否
定
さ
れ
る
と
い
）
49
（
う
。

②
の
場
合
に
所
為
行
為
結
果
地
が
否
定
さ
れ
る
根
拠
は
、
ド
イ
ツ
と
の
国
境
際
に
あ
る
外
国
の
キ
オ
ス
ク
の
店
主
が
客
に
対
し
て
ポ
ル
ノ

文
書
を
販
売
し
、
客
が
こ
れ
を
ド
イ
ツ
に
持
ち
込
ん
だ
場
合
に
、
店
主
が
ポ
ル
ノ
文
書
に
「
接
近
可
能
と
し
た
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が

不
当
で
あ
る
の
と
同
様
に
、「
ド
イ
ツ
の
ユ
ー
ザ
ー
が
自
ら
独
立
し
て
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
た
こ
と
は
、
外
国
の
サ
ー
バ
ー
運
営
者
に

対
し
て
帰
属
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
と
さ
れ
）
50
（

る
。

　

こ
の
見
解
は
、
表
現
行
為
が
「
プ
ッ
シ
ュ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
抽
象
的
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危
険
犯
の
場
合
で
あ
っ
て
も
結
果
地
を
肯
定
す
る
と
い
う
点
で
、
前
項
で
検
討
し
た
肯
定
説
と
共
通
す
る
。
他
方
、
こ
の
見
解
は
、
た
と

え
結
果
犯
で
あ
っ
て
も
（
た
と
え
ば
侮
辱
罪
）、
プ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
該
当
す
る
場
合
に
は
結
果
地
の
存
在
を
否
定
し
う
る
と
い
う
点

で
、
独
自
の
限
定
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
見
解
に
対
し
て
は
、「
プ
ッ
シ
ュ
」
と
「
プ
ル
」
の
両
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

区
別
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
51
（
る
。

㈤　

小　

括

　

以
上
の
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
観
念
で
き
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
否
定
説
・
肯
定
説
が

そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
。
両
見
解
の
対
立
は
、
①
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
「
危
険
」
の
内
実
に
つ
い
て
形
式
説
・
実
質
説
の
い
ず
れ
の
理

解
に
立
つ
の
か
、
お
よ
び
、
②
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
客
観
的
処
罰
条
件
の
文
脈
で
述
べ
た
九
条
の
「
基
本
思
想
」
を
、
抽
象
的
危
険
犯
の
文
脈
に
お

い
て
も
援
用
す
る
か
否
か
、
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
生
じ
う
る
。

　

ま
ず
、
否
定
説
は
、
①
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
は
外
界
の
変
更
と
い
う
意
味
で
の
「
結
果
」
は
構
成
要
件
上
要
求
さ
れ
ず
（
形
式

説
）、
②
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
述
べ
た
「
基
本
思
想
」
を
抽
象
的
危
険
犯
に
援
用
し
、「
現
に
」
生
じ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
な
い
効
果
・
影
響
を
も
っ

て
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
と
み
な
す
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
枠
組
で
説
明
で
き
る
。
一
方
、
肯
定
説
で
は
、
二
つ
の
論
点
の
関

係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
仮
に
①
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
実
質
説
を
採

用
し
、
抽
象
的
危
険
結
果
を
も
っ
て
外
界
の
変
更
を
観
念
で
き
る
と
す
れ
）
52
（
ば
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
（
②
基
本
思
想
を
援
用
す
る
ま
で
も
な

く
）
結
果
地
を
肯
定
し
う
る
。
次
に
、
仮
に
①
に
関
し
て
形
式
説
を
採
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
②
基
本
思
想
を
援
用
し
て
九
条
一
項

に
い
う
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
一
般
構
成
要
件
論
の
意
味
に
お
い
て
解
す
る
必
要
は
な
く
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
行
為
の

「
影
響
」
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
、
結
果
地
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
）
53
（

る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
検
討
を
経
て
、
外
国
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
刑
法
の
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適
用
を
認
め
る
の
は
広
範
に
す
ぎ
る
と
の
認
識
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
属
地
主
義
に
外
在
的
な
制
約
を
課
す
と
い
う
議
論
が
登
場
し
う
る
。

た
と
え
ば
、
主
観
面
で
の
限
定
、
行
為
者
国
籍
に
よ
る
限
定
、
あ
る
い
は
「
領
域
的
特
殊
化
」
と
い
っ
た
議
論
が
そ
れ
で
あ
）
54
（

る
。

　

た
だ
し
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
一
律
に
否
定
す
る
論
者
か
ら
も
、
外
在
的
な
制
約
の
必
要
性
が

説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
侮
辱
罪
（
一
八
五
条
）
は
、
侮
辱
的
表
現
が
「
到
達
」
し
た
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
結
果
犯
で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
の
立
場
に
立
っ
て
も
、「
結
果
地
」
が
国
内
で
あ
れ
ば
刑
法
の
適
用
は
可
能
と
な
る
。
し

か
し
、
侮
辱
罪
で
は
、
そ
の
到
達
先
は
侮
辱
さ
れ
て
い
る
当
人
で
は
な
く
、
第
三
者
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
た
と

え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
ア
メ
リ
カ
人
を
侮
辱
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
が
な
さ
れ

た
（
到
達
）
場
合
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
と
の
関
連
性
が
希
薄
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
以
上

の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
侮
辱
罪
に
お
い
て
刑
法
の
適
用
を
限
定
す
る
た
め
に
、
否
定
説
の
立
場
か
ら
も
、
刑

法
の
適
用
を
限
定
す
る
必
要
性
は
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
）
55
（
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
属
地
主
義
に
外
在
的
な
制
約
を
加
え
る
見
解
を
日
本
で
参
考
と
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に

関
し
て
結
果
地
を
観
念
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
い
か
な
る
立
場
を
と
る
の
か
に
よ
っ
て
、
外
在
的
制
約
の
射
程
範
囲
お
よ
び
必

要
性
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
っ
て
も
結
果
地
を
観
念
で
き
る
と
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
表
現

犯
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
即
座
に
国
内
結
果
地
が
肯
定
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
属
地

主
義
へ
の
「
外
在
的
な
制
約
」
の
対
象
と
な
る
犯
罪
類
型
の
射
程
範
囲
は
広
く
な
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
外
在
的
制
約
を
働
か
せ
る
べ
き
と

の
動
機
が
強
く
働
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
方
で
、
抽
象
的
危
険
犯
の
場
合
に
結
果
地
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
在
的
制
約
を
め
ぐ
る

議
論
の
対
象
と
な
る
犯
罪
類
型
は
縮
小
す
る
こ
と
と
な
り
、
表
現
犯
と
の
関
係
で
は
、
違
法
な
内
容
が
相
手
方
に
到
達
し
た
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
、
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
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五　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
判
例
の
紹
介

　

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
犯
に
お
け
る
結
果
地
を
め
ぐ
る
学
説
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
判

例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
事
例
が
登
場
し
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
。
な
お
、
本
章
の
全
て
の
事
例
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
関
連
の
犯
罪
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
「
表
現
犯
」
と
呼
ば
れ
る
犯
罪
類
型
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

㈠　

抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
の
事
例

　

ド
イ
ツ
国
外
か
ら
行
わ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
が
国
内
結
果
地
を
基
礎
づ
け
る
か
が
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
た
判
例
は
、
後
述
事
例
⑥
が
登

場
す
る
ま
で
、
長
ら
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
以
下
で
み
る
事
例
①
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
・
具
体
的
危
険

犯
（
潜
在
的
危
険
犯
ま
た
は
適
性
犯
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
国
外
で
行
わ
れ
た
場
合
に
ド
イ
ツ
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断

が
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
下
級
審
に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
犯
罪
類
型
と
の
関
係
で
結
果
地
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
存
在
す

る
た
め
、
本
節
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
と
は
、
具
体
的
危
険
が
現
に
発
生
し
た
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
も
の
の
（
こ
の
点
で
抽
象
的
危
険
犯
と
共
通
す

る
）、
行
為
が
構
成
要
件
上
一
定
の
「
適
性
」（Eignung

）
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
具
体
的
事
案
に
お
い
て
証

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犯
罪
類
型
を
い
）
56
（

う
。
た
と
え
ば
、
民
族
煽
動
罪
（
一
三
〇
条
一
項
お
よ
び
三
項
）
で
は
、「
公
の
平
和
を
乱
す

こ
と
に
適
し
た

0

0

0

態
様
で
」、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
行
わ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
否
定
す
る
こ
と
等
の
表
現
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
中
傷
の
罪
（
一
八
七
条
）
に
お
い
て
は
、
他
の
者
を
「
侮
蔑
し
若
し
く
は
世
論
に
お
い
て
貶
め
る
こ
と
、
又
は
、
こ
の
者
の
信
用
を

危
険
に
晒
す
こ
と
に
適
し
た

0

0

0

不
実
の
事
実
を
主
張
し
又
は
流
布
す
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。
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1　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
二
日
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決

　

事
例
①
：
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
二
日
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
）
58
（

決
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
在
住
の
同
国
人
で
あ
る
被
告

人
は
、
同
国
設
置
の
サ
ー
バ
ー
上
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
ナ
チ
ス
支
配
下
で
行
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
が
真
実
で
は
な
い
旨
等
の

主
張
を
行
っ
た
。
以
上
の
事
実
に
つ
き
、
原
）
59
（
審
は
（
生
き
延
び
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
）
侮
辱
（
一
八
五
条
）
と
死
者
の
追
想
に
対
す
る
冒
瀆

（
一
八
九
条
）
の
所
為
単
一
（
五
二
条
）
を
認
め
た
が
、
民
族
煽
動
（
一
三
〇
条
）
に
つ
い
て
は
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
存
在
せ

ず
、
同
罪
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
が
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
・
被
告
人
の
双
方
が
上
訴
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
で
は
、
民
族

煽
動
に
関
し
て
も
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
が
あ
る
か
が
争
わ
れ
）
60
（

た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
民
族
煽
動
に
関
し
て
も
、
ド
イ
ツ
が
結
果
地
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
。
九
条
の
基
本
思
想
は
、

「
各
々
の
刑
罰
法
規
が
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
法
益
侵
害
ま
た
は
そ
の
危
殆
化
が
国
内
で
生
じ
た
限
り
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ

刑
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
刑
法
九
条
の
意
味
に
お
け
る
『
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
』
と
い
う
メ
ル

ク
マ
ー
ル
は
、
一
般
構
成
要
件
論
に
お
け
る
概
念
構
築
を
出
発
点
と
は
せ
ず
に
検
討
さ
れ
う
る
」。「
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
は
、
こ
こ

で
問
題
と
な
る
結
果
地
と
い
う
法
的
な
観
点
か
ら
は
、
具
体
的
危
険
犯
に
比
肩
す
る
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
も
立
法
者
は
、

回
避
さ
れ
る
べ
き
危
険
―
結
果
―
を
、
規
範
の
構
成
要
件
に
お
い
て
明
示
的
に
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。「
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯

に
関
し
て
は
、
当
該
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
る
法
益
の
観
点
か
ら
、
具
体
的
所
為
が
そ
の
危
険
性
を
及
ぼ
し
う
る
〔entfalten kann

〕
場

所
に
お
い
て
、
刑
法
九
条
の
意
味
に
お
け
る
結
果
が
発
生
し
た
こ
と
と
な
る
。
刑
法
一
三
〇
条
一
項
お
よ
び
三
項
に
基
づ
く
民
族
煽
動
の

場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
平
和
を
乱
す
具
体
的
な
適
性
で
あ
る
〔
…
〕」。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
さ
ら
に
、「
本
件
所
為
は
、
重
大
な
国
内
法
益
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
関
連
性
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
の
領
域
と

の
特
別
な
関
連
性
を
示
す
た
め
、
国
際
法
的
に
妥
当
な
連
結
点
が
存
在
す
る
」。「
刑
法
一
三
〇
条
三
項
の
否
定
の
罪
の
構
成
要
件
は
、
ナ

チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
支
配
下
で
行
わ
れ
た
犯
罪
の
無
類
性
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
と
の
特
別
の
関
連
性
を
有
す
る
」
こ
と
も
指
摘
し
た
。
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以
上
に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
民
族
煽
動
に
関
し
て
も
ド
イ
ツ
刑
法
が
適
用
可
能
と
認
め
、
侮
辱
お
よ
び
死
者
の
追
想
に
対
す
る
冒
瀆
と
の
所

為
単
一
と
し
た
。

　

本
件
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
は
「
危
険
が
実
現
し
た
場
合
に
結
果
地
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ

き
、
本
裁
判
部
は
決
定
を
下
さ
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
の
射
程
は
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
判
決
は
、
結
果
地
肯
定
に
あ
た
っ
て
、
九
条
一
項
の
「
基
本
思
想
」
に
依
拠
し
て
お
り
、
ま
た
、
公
訴
時
効

の
起
算
点
や
不
作
為
犯
の
可
罰
性
に
関
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
が
一
般
に
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
で
示
さ
れ
た
結
果
地
肯
定
の
論
拠
の
多
く
は
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
に
も
妥

当
し
う
る
。

　

問
題
は
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
に
い
う
「
適
性
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
結
果
地
確
定
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
か
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
要
素
が
不
可
欠
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
欠
け
る
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
は
結
果
地
が
観
念
で
き
な
い
と
い
え
る
。

こ
の
点
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、「
立
法
者
は
、
刑
法
一
三
〇
条
一
項
お
よ
び
三
項
の
構
成
要
件
の
中
で
、
平
和
破
壊
の
た
め
の
（
具
体
的
）
適
性

を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
発
生
が
犯
罪
構
成
要
件
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
記
述
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
構
成
要
件
に

属
す
る
結
果
を
自
ら
定
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
構
成
要
件
上
「
適
性
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に

「
結
果
」
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
説
明
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
議
論

の
余
地
が
あ
）
61
（

る
。
た
と
え
ば
、
学
説
か
ら
は
、「
適
性
」
は
あ
く
ま
で
行
為
の
属
性
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
は
「
結
果
」
で
は
あ

り
え
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
）
62
（

る
。

2　

下
級
審
裁
判
例

　

下
級
審
で
も
、
民
族
煽
動
（
一
三
〇
条
三
項
）
に
関
し
て
国
内
結
果
地
を
認
め
た
事
例
が
存
在
す
る
。
事
例
②
：
二
〇
一
三
年
九
月
二



法学政治学論究　第111号（2016.12）

120

三
日
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
州
裁
判
所
（
Ｌ
Ｇ
）
判
）
63
（
決
の
事
案
は
、
英
国
籍
を
有
す
る
被
告
人
が
、
ド
イ
ツ
国
内
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
テ
レ

ビ
番
組
か
ら
の
取
材
に
応
じ
、
そ
の
中
で
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
衛
星
放

送
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
で
も
放
映
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
事
案
に
関
し
て
、
Ｌ
Ｇ
は
、
抽
象

的
・
具
体
的
危
険
犯
の
結
果
は
「
当
該
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
る
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
、
具
体
的
所
為
が
そ
の
危
険
性
を
及
ぼ
し
う
る

場
所
」
で
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
一
三
〇
条
三
項
に
お
い
て
は
、「
保
護
法
益
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
の
平
和
で
あ
り
、
危
険
と
は
そ
の

破
壊
に
対
し
て
所
為
行
為
が
具
体
的
適
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
示
し
た
上
で
、
Ｌ
Ｇ
は
、「
本
件
で

認
定
さ
れ
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
公
開
が
ド
イ
ツ
で
も
な
さ
れ
た
と
い
う
流
布
の
過
程
の
観
点
か
ら
は
、
当
該
表
現
が
ド
イ
ツ
の
公
の
平

和
を
破
壊
す
る
こ
と
に
具
体
的
に
適
し
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
が
結
果

地
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
（
な
お
、
ド
イ
ツ
が
行
為
地
と
な
る
こ
と
も
併
せ
て
認
め
ら
れ
た
）。

　

下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
中
傷
の
罪
（
一
八
七
条
）
に
関
し
て
、
結
果
地
を
肯
定
し
た
も
の
が
あ

る
。
事
例
③
：
二
〇
〇
四
年
五
月
二
四
日
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
上
級
裁
判
所
（
Ｏ
Ｌ
Ｇ
）
決
）
64
（

定
で
は
、
ド
イ
ツ
の
Ｏ
地
区
に
所
在
す
る
被

告
人
が
、
Ｚ
地
区
に
所
在
す
る
被
害
者
の
会
社
お
よ
び
市
役
所
等
に
対
し
て
、
被
害
者
が
被
告
人
の
娘
を
性
的
に
虐
待
し
て
い
る
旨
の
主

張
を
記
し
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
信
し
た
と
し
て
、
ズ
ー
ル
区
裁
判
所
（
Ａ
Ｇ
）
で
中
傷
の
罪
に
基
づ
き
有
罪
判
決
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
Ｚ

地
区
を
管
轄
す
る
ズ
ー
ル
Ａ
Ｇ
が
管
轄
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
被
告
人
は
、
刑
事
訴
訟
法
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
行
為
が

行
わ
れ
た
地
区
の
裁
判
所
が
裁
判
籍
と
な
る
と
定
め
ら
れ
、
犯
罪
行
為
の
場
所
は
刑
法
九
条
一
項
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
送
信

行
為
は
Ｏ
地
区
で
な
さ
れ
た
た
め
、
ズ
ー
ル
Ａ
Ｇ
で
は
な
く
（
Ｏ
地
区
を
管
轄
す
る
）
マ
イ
エ
ン
Ａ
Ｇ
が
管
轄
を
有
す
る
と
し
て
、
事
案

を
マ
イ
エ
ン
Ａ
Ｇ
に
差
し
戻
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
中
傷
の
罪
で
は
、
行

為
が
「
そ
の
者
を
侮
蔑
す
る
こ
と
若
し
く
は
世
論
に
お
い
て
貶
め
る
こ
と
」
ま
た
は
「
そ
の
者
の
信
用
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
」
の
適
性

を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
立
法
者
は
こ
の
適
性
と
い
う
要
件
に
よ
り
、「
結
果
発
生
と
犯
罪
構
成
要
件
の
密
接
な
関
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係
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
そ
れ
自
体
も
定
め
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
で
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
に

よ
り
送
信
さ
れ
た
内
容
が
名
宛
人
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｚ
地
区
で
の
結
果
発
生
お
よ
び
ズ
ー
ル
Ａ
Ｇ
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
た
。

　

他
方
、
事
例
④
：
二
〇
一
四
年
一
月
一
五
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
Ｌ
Ｇ
決
）
65
（
定
で
は
、
中
傷
の
罪
に
関
し
て
結
果
地
が
否
定
さ
れ
た
。

テ
ロ
組
織
構
成
員
の
募
集
の
罪
等
で
有
罪
判
決
を
受
け
拘
禁
さ
れ
た
被
告
人
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
所
在
す
る
知
人
Ｍ
を
通
じ
て
、
自
身

の
拘
禁
中
の
待
遇
が
差
別
的
で
あ
る
旨
の
不
実
の
主
張
を
記
載
し
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
記
事
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
せ
た
。
同
記

事
中
で
は
刑
執
行
機
関
の
職
員
等
の
名
前
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
、
被
告
人
は
中
傷
の
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
本
件
は
シ
ュ

ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
Ａ
Ｇ
に
係
属
し
た
と
こ
ろ
、
共
犯
Ｍ
の
行
為
地
、
被
告
人
の
行
為
地
お
よ
び
居
住
地
の
い
ず
れ
も
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
Ａ
Ｇ
の
管
轄
領
域
内
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
地
が
当
該
領
域
内
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｌ
Ｇ
は
、
中
傷
の
罪

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
が
他
の
者
を
侮
蔑
し
う
る
こ
と
の
具
体
的
適
性
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
当
該
記
事
が
知
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
は
十
分
に
具
体
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
当
該
記
事
が
知
覚
可
能
で

あ
る
地
は
結
果
地
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
際
、
Ｌ
Ｇ
は
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
事
例
①
）
を
参
照
し
、
当
該
判
決
は
「
ド
イ
ツ
の
過
去
と

明
ら
か
な
関
連
性
が
あ
る
と
い
う
判
決
理
由
の
要
素
と
共
に
、
規
範
と
の
関
係
で
特
定
的
に
〔norm

spezifisch

〕
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
事
例
①
で
問
題
と
な
っ
た
民
族
煽
動
罪
と
、
悪
評
の
流
布
の
罪
（
一
八
六
条
）
お
よ
び
中
傷
の
罪
は
対

比
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
中
傷
の
罪
に
お
い
て
は
、
危
険
が
裁
判
地
区
内
で
す
で
に
具
体
化
し
た
場
合
に
の
み
、
裁
判
地
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
の
具
体
化
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
結
果
地
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
さ

れ
た
。

　

以
上
の
う
ち
、
事
例
②
③
で
は
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
に
お
い
て
は
行
為
が
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
一
定
の
「
適
性
」
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
点
に
結
果
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
、
事
例
①
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
を
踏
襲
し
て
い
る
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
事
例
②
で
は
平
和
が
現
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
が
併
せ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
点
、
事
例
③
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
犯
罪
で
は
な
い
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点
に
は
注
意
を
要
す
る
）。
一
方
、
事
例
④
で
は
、
中
傷
の
罪
に
関
し
て
、
従
来
の
裁
判
例
と
は
異
な
り
、
危
険
が
現
に
具
体
化
し
た
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
事
例
④
は
民
族
煽
動
罪
に
つ
い
て
は
結
果
地
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
に
関
し
て
結
果
地
を
肯
定
す
る
見
解
に
対
し
て
は
批
判
も
多
）
66
（
い
。

㈡　

抽
象
的
危
険
犯
の
事
例

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

―
日
本
と
同
様
に

―
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
が
結
果
地
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
扱
っ
た
最
上
級
審
の
判

例
が
長
ら
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
下
級
審
判
例
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
憲
法
違
反
組
織
の
象
徴
物
の
使
用

（
八
六
条
ａ
）
が
外
国
か
ら
行
わ
れ
た
場
合
に
、
国
内
結
果
地
が
認
め
ら
れ
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
扱
っ
た
一
九
九
九
年
の
判
決
（
後
述
事

例
⑤
）
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
で
、
同
じ
く
憲
法
違
反
組
織
の
象
徴
物
の
使
用
の
罪
が
、
外
国
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
結
果
地
の
有
無
を
判
断
し
た
決
定
（
後
述
事
例
⑥
）
が
登
場
し
た
。
両
判
決
は
、

同
じ
犯
罪
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
な
が
ら
も
、
相
反
す
る
帰
結
に
到
達
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。

1　

一
九
九
九
年
三
月
一
六
日
ベ
ル
リ
ン
上
級
裁
判
所
（
Ｋ
Ｇ
）
判
決

　

事
例
⑤
：
一
九
九
九
年
三
月
一
六
日
ベ
ル
リ
ン
Ｋ
Ｇ
判
）
67
（

決
の
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
被
告
人
ら
は
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
で
開
催
さ
れ
た
サ
ッ
カ
ー
代
表
戦
の
試
合
前
、
ド
イ
ツ
国
歌
斉
唱
に
際
し
て
い
わ
ゆ
る
ヒ
ト
ラ
ー
式
敬
礼
を
行
い
、
そ
の
光
景
が
生

中
継
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ス
番
組
等
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
で
も
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
。
以
上
に
つ
き
、
被
告
人
が
憲
法
違
反
組
織
の
象
徴
物
の

使
用
（
刑
法
八
六
条
ａ
第
一
項
一
号
）
を
「
国
内
に
お
い
て
」
実
現
し
た
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
ず
Ｋ
Ｇ
は
、
当
該
構
成
要
件

で
は
結
果
発
生
が
要
求
さ
れ
ず
、
当
該
構
成
要
件
を
含
む
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
結
果
地
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
、
Ｋ
Ｇ
は
「
憲
法
違
反
組
織
の
象
徴
物
の
使
用
の
罪
の
行
為
は
、
象
徴
物
を
視
覚
的
ま
た
は
聴
覚
的
に
知
覚
可
能
と
す
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る
利
用
と
い
う
点
に
あ
る
〔
…
〕。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
行
為
者
の
所
在
地
に
限
定
さ
れ
ず
、〔
当
該
行
為
が
〕
知
覚
可
能
と
な
っ
た
領
域

と
も
関
連
づ
け
ら
れ
」、「
刑
法
八
六
条
ａ
の
意
味
に
お
け
る
象
徴
物
が
、
外
国
に
所
在
す
る
犯
人
か
ら
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
放
映
を
通

じ
て
国
内
で
知
覚
可
能
と
さ
れ
た
場
合
、
国
内
行
為
地
も
存
在
す
る
」
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
が
行
為
地
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
。

　

本
判
決
の
特
徴
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
結
果
地
を
否
定
す
る
一
方
で
、
問
題
と
な
る
行
為
が
「
知
覚
可
能
と
な
っ
た
」
範
囲
に

ま
で
拡
大
す
る
見
解
を
採
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
は
、
先
に
検
討
し
た
、
表
現
犯
に
関
し
て
行
為
地
を
拡
大
す
る
見
解
（
四

章
三
節
）
と
整
合
的
と
い
え
る
。

2　

二
〇
一
四
年
八
月
一
九
日
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定

　

事
例
⑥
：
二
〇
一
四
年
八
月
一
九
日
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
）
68
（

定
は
、
被
告
人
が
チ
ェ
コ
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
、
動
画
サ
イ
ト
「
Ｙ
ｏ
ｕ
ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
」
上
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
開
設
し
て
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
の
画
像
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
少
な
く
と
も
二
名
が
ド
イ
ツ
か
ら
ア
ク
セ
ス

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
違
反
組
織
の
象
徴
物
の
使
用
（
刑
法
八
六
条
ａ
第
一
項
一
号
）
の
成
立
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
）
69
（

る
。
原
審
は
、

当
該
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行
為
に
関
し
て
九
条
一
項
に
基
づ
く
刑
法
の
適
用
を
認
め
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
が
、
被
告
人
が
上
訴
し
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
八
六
条
ａ
第
一
項
の
罪
は
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
を
定
め
て
お
ら
ず
、
国

内
犯
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。「
刑
法
九
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
結
果
地
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
特
定
の
規
範
と
の
関
係
で
、
刑
罰
法
規

の
保
護
目
的
に
応
じ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
〔
…
〕、
し
た
が
っ
て
当
該
規
定
が
一
般
的
な
犯
罪
論
の
意
味
に
お
け
る
結
果
犯
の

み
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
に
同
意
す
る
と
し
て
も
、
招
来
さ
れ
た
抽
象
的
危
険
が
具
体
的
危
険
に
転
化
し
た
場
所
ま
た
は

転
化
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
場
所
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
が
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
」。
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成
要
件

に
属
す
る
結
果
」
は
、「
構
成
要
件
該
当
行
為
か
ら
場
所
的
か
つ
／
ま
た
は
時
間
的
に
分
離
可
能
な
外
界
の
変
更
」
と
い
う
点
に
存
す
る

の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
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加
え
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
前
述
事
例
⑤
を
参
照
し
つ
つ
、
行
為
地
拡
大
説
を
明
示
的
に
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
作
為
犯
の
場
合
、
行
為

地
は
行
為
者
の
所
在
地
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為
が
知
覚
可
能
な
範
囲
や
、
行
為
者
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た

サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
は
、
行
為
地
た
り
え
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
純
粋
に
技
術
的
に
発
信
を

行
う
場
合
に
は
、
第
三
者
〔
受
領
者
〕
の
行
為
お
よ
び
そ
の
行
為
地
を
、
刑
法
二
五
条
一
項
二
類
ま
た
は
同
条
二
項
に
従
っ
て
当
該
行
為

者
〔
発
信
者
〕
に
帰
属
す
る
可
能
性
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
と
さ
れ
る
。

　

本
件
の
よ
う
に
、
海
外
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
を
不
可
罰
と
す
る
と
、
違
法
な
情
報
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
国
外
に
出
向
く
者
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
懸
念
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
り
う
る
こ
と
を
「
看
過
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、「
こ
の
処
罰
の
間
隙
を

埋
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
立
法
者
の
責
務
で
あ
る
」
と
し
た
。

3　

検　

討

　

事
例
⑥
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
の
表
現
犯
に
関
し
て
、
行
為
地
拡
大
説
と
、
抽
象
的
危

険
犯
で
あ
っ
て
も
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
を
有
す
る
と
す
る
見
解
の
双
方
が
、
明
示
的
に
否
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
事
例
⑥

で
は
、
行
為
者
の
所
在
地
（
チ
ェ
コ
）
の
み
に
従
っ
て
犯
罪
地
が
決
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

同
決
定
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
（
事
例
①
を
含
む
）
従
来
の
判
例
と
同
様
に
、「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
概
念
が
一
般
的
な
犯
罪
論

と
必
ず
し
も
同
一
の
意
味
で
は
な
い
と
す
る
余
地
を
残
す
一
方
で
、
同
決
定
で
は
、
結
果
地
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
行
為
と
区
別

さ
れ
た
「
外
界
の
変
更
」
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
抽
象
的
危
険
犯
の
結
果
地
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
抽
象
的
危
険

犯
の
犯
罪
地
に
関
し
て
、
形
式
説
的
な
立
場
か
ら
否
定
説
に
立
ち
、
か
つ
、
九
条
の
「
基
本
思
想
」
に
依
拠
し
て
「
構
成
要
件
に
属
す
る

結
果
」
を
抽
象
的
危
険
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
。
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ま
た
、
前
述
の
通
り
、
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
結
果
地
否
定
説
に
対
し
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
は
具
体
的
危
険
犯
よ
り
も
処
罰
を
前

倒
し
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
倒
し
が
な
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
刑
法
の
適
用
範
囲
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る

と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
に
対
し
て
も
、
反
駁
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
可
罰
性
が
前
倒

し
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
、
こ
の
よ
う
な
前
倒
し
を
〔
…
〕
国
際
的
な
関
連
性
を
有
す
る
事
案
に
例
外
な
く
及
ぼ
す
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
こ
と
の
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
判
文
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
処
罰
が
前
倒
し
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
刑
法
の
適
用
を
含
む
他
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
処

罰
の
拡
大
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解
も
あ
）
70
（

る
。

　

な
お
、
同
決
定
に
賛
同
す
る
評
釈
類
も
み
ら
れ
る
一
）
71
（
方
、
特
に
抽
象
的
危
険
犯
に
お
い
て
も
一
定
の
「
結
果
」
を
観
念
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
表
現
が
ド
イ
ツ
国
内
か
ら
公
然
と
知
覚
可
能
と
な
っ
た
以
上
、
本
罪
の
「
固
有
か
つ

特
定
の
不
法
が
実
現
し
て
い
る
」
た
め
刑
法
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
72
（
る
。

六　

む
す
び
に
か
え
て

㈠　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
今
後
の
動
向

　

以
上
の
通
り
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
に
犯
罪
地
を
基
礎
づ
け
る
「
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
」
が
存
在
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、

学
説
上
激
し
い
対
立
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
二
〇
一
四
年
決
定
（
事
例
⑥
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
明
示
的
に
否
定
し
た
。
同
決

定
の
射
程
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
う
る
も
の
の
、
仮
に
同
判
決
を
抽
象
的
危
険
犯
一
般
に
及
ぼ
す
と
す
れ
ば
、
国
外
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
行
わ
れ
た
ポ
ル
ノ
画
像
へ
の
接
近
可
能
化
（
一
八
四
条
一
項
一
号
等
）
や
、
同
決
定
で
問
題
と
な
っ
た
憲
法
違
反
組
織
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の
象
徴
物
の
使
用
（
八
六
条
ａ
）
に
関
し
て
は
、
刑
法
の
適
用
は
原
則
と
し
て
不
可
能
で
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
、
属

地
主
義
に
外
在
的
な
制
約
を
加
え
る
試
み
は
、
出
る
幕
す
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

違
法
な
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
た
め
に
外
国
に
出
向
き
、
公
開
後
に
帰
国
す
る
者
は
原
則
と
し
て
不
可
罰
と
な
る
が
、

た
と
え
そ
の
帰
結
が
不
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
間
隙
を
塞
ぐ
こ
と
は
立
法
者
の
責
務
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
抽

象
的
危
険
犯
に
お
い
て
も
結
果
地
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
、
な
お
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。

　

今
後
も
こ
の
決
定
が
維
持
さ
れ
て
い
く
と
し
た
場
合
、
国
外
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
抽
象
的
危
険
犯
が
行
わ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
間
隙
な
く
処
罰
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
者
の
側
と
し
て
は
、
①
そ
れ
を
国
外
犯
処
罰
規
定
（
五
条
以
下
）
の
カ
タ
ロ
グ
に

入
れ
る
、
②
構
成
要
件
自
体
に
手
を
入
れ
て
、
一
定
の
「
中
間
結
果
」
等
を
入
れ
る
（
た
と
え
ば
侮
辱
罪
の
よ
う
に
相
手
方
へ
の
「
到
達
」
の

要
件
を
入
れ
る
こ
と
）
と
い
っ
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

実
際
に
①
に
関
し
て
は
、
事
例
⑥
の
登
場
を
受
け
て
二
〇
一
六
年
に
刑
法
改
正
案
が
提
出
さ
）
73
（
れ
、
そ
の
中
で
は
、
同
判
決
で
問
題
と

な
っ
た
八
六
条
ａ
お
よ
び
八
六
条
を
、
国
外
犯
処
罰
規
定
で
あ
る
五
条
（
内
国
の
法
益
に
対
す
る
国
外
犯
）
の
カ
タ
ロ
グ
に
含
め
る
べ
き
と

の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
）
74
（
る
。

㈡　

日
本
へ
の
示
唆

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
日
本
で
は
、
海
外
か
ら
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
違
法
な
情
報
に
日
本
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
国
内
犯
罪
地
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
手
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意

味
で
、
日
本
に
お
い
て
も
、
結
果
地
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
類
型
ご
と
に
、
よ
り
精
密
な
議
論
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
の
場
合
に
も
、
日
本
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
犯
罪
地

を
一
旦
肯
定
し
、
そ
の
上
で
、
日
本
と
の
関
連
性
が
薄
い
事
案
に
関
し
て
は
外
在
的
制
約
を
設
け
る
こ
と
で
刑
法
の
適
用
を
限
定
す
る
、
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と
い
う
議
論
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
そ
も
そ
も
結
果
地
を
観
念
で
き
な
い
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
は
、
属
地
主
義
を
外
在
的
に
制
約
す
る
必
要
は
な
い
。
加
え
て
、
属
地
主
義
を
外
在
的

に
制
約
す
る
た
め
の
試
み
の
多
く
は
、
現
行
法
上
根
拠
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
外
在
的
制
約
の
及
ぶ
範

囲
を
可
能
な
限
り
狭
く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
他
の
限
定
原
理
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
依
る
方
が
望
ま
し
い
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
国
内
犯
で
あ
っ
て
も
起
訴
便
宜
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
通
じ
て
事
案
の
適
切

な
解
釈
を
図
る
こ
と
も
、
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴
追
裁
量
に
基
づ
く
訴
追
の
有
無
の
判
断
は
、
問
題
と
な
る
所
為
に
刑
法

の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
犯
罪
地
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
と
い

う
問
題
は
、
訴
追
の
必
要
性
の
検
討
に
先
ん
じ
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
実
務
の
よ
う
に
、
結
果
犯
・
具
体
的
危
険
犯
・
抽
象
的
危
険
犯
に
犯
罪
類
型
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
し

た
が
っ
て
結
果
地
の
有
無
を
考
え
る
と
い
う
手
法
は
、
日
本
に
お
い
て
も
参
考
と
な
り
う
る
。
そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
日

本
に
お
い
て
も
有
意
義
に
参
照
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
の
議
論
の
焦
点
は
、
国
内
か
ら
ウ
ェ
ブ
上
の
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
九
条
一
項
に
い
う
「
構
成

要
件
に
属
す
る
」
結
果
が
生
じ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
日
本
で
は
条
文
上
、
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
的
拘
束
は
存

在
せ
）
75
（
ず
、
条
文
上
は
遍
在
説
以
外
の
見
解
を
採
用
す
る
余
地
も
あ
る
。
た
だ
し
、
判
例
は
一
貫
し
て
「
構
成
要
件
該
当
事
実
の
一
部
」
が

国
内
で
生
ず
れ
ば
国
内
犯
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
一
方
で
、
従
来

の
遍
在
説
は
そ
の
実
務
上
の
利
便
性
の
た
め
に
、
特
に
そ
の
理
論
的
根
拠
が
深
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
指
）
76
（

摘

も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
属
地
主
義
ま
た
は
遍
在
説
の
理
論
的
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
改
め
て
課
題
と
な
る
。

　

ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
で
は
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
結
果
地
は
観
念
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

は
抽
象
的
危
険
犯
に
関
し
て
形
式
説
を
採
用
し
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
抽
象
的
危
険
犯
の
性
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質
に
関
し
て
は
形
式
説
と
実
質
説
の
対
立
が
み
ら
れ
、
こ
の
点
に
関
す
る
態
度
決
定
は
、
犯
罪
地
の
確
定
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
影
響
を
与

え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
で
み
ら
れ
た
通
り
、
仮
に
形
式
説
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
属
地
主
義
の
「
基
本
思
想
」
に
立
脚

し
て
結
果
地
を
広
く
措
定
す
る
と
い
う
議
論
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
も
、
抽
象
的
危
険

犯
の
性
質
論
と
、
属
地
主
義
な
い
し
遍
在
説
の
理
論
的
根
拠
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
連
動
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

本
稿
は
ド
イ
ツ
の
議
論
の
紹
介
的
検
討
に
留
ま
っ
た
。
今
後
は
日
本
と
の
関
係
、
特
に
個
別
具
体
的
な
犯
罪
構
成
要
）
77
（

件
の
検
討
を
行
う

必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
1
）  

日
本
に
お
い
て
は
小
野
清
一
郎
が
提
唱
し
、
以
来
通
説
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
き
た
。
小
野
清
一
郎
『
犯
罪
の
時
及
び
所
』
有
斐
閣
（
一
九

二
三
年
）
参
照
。

（
2
）  

た
と
え
ば
、
辰
井
聡
子
「
犯
罪
地
の
決
定
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・
完
）」
上
智
法
學
論
集
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
六
九
頁
以
下
お
よ
び

同
三
号
（
一
九
九
八
年
）
二
四
五
頁
以
下
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
犯
罪
地
（
一
）」、「
犯
罪
地
（
二
）」
と
し
て
引
用
す
る
）、
齋
野
彦
弥
「
情
報
の

高
度
化
と
犯
罪
の
『
域
外
適
用
』
に
つ
い
て
」
田
村
善
之
〔
編
〕『
情
報
・
秩
序
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
北
海
道
大
学
出
版
会
（
一
九
九
九
年
）
所

収
二
八
六
頁
以
下
、
渡
邊
卓
也
『
電
脳
空
間
に
お
け
る
刑
事
的
規
制
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
六
年
）
三
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
3
）  

岩
間
康
夫
「
刑
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
遍
在
主
義
の
制
限
に
つ
い
て

―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
を
契
機
に
」
大
阪
学
院
大
学
法
学

研
究
二
五
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
二
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
「
遍
在
説
」
の
制
限
と
い
わ
れ
る
が
、「
属
地
主
義
」
の
制
限
と
す
る
方

が
正
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
結
果
説
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
海
外
か
ら
わ
い
せ
つ
な
画
像
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
場
合
、
日

本
国
内
で
「
結
果
」
が
発
生
し
た
と
し
て
刑
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
こ
の
問
題
は
遍
在
説
に
固
有
の
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
4
）  

ド
イ
ツ
に
お
け
る
属
地
主
義
限
定
の
試
み
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
四
六
頁
以
下
、
岩
間
（
前
掲
注
（
3
））
三
頁

以
下
、
中
島
一
能
「
自
国
刑
法
の
適
用
範
囲
」
福
岡
大
学
大
学
院
論
集
三
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
一
頁
以
下
、
只
木
誠
『
刑
事
法
学
に
お

け
る
現
代
的
課
題
』
中
央
大
学
出
版
部
（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
5
）  

こ
の
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
は
、
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
五
四
頁
以
下
、
香
川
達
夫
『
危
険
犯
』
学
習
院
大
学
（
二



インターネット上の抽象的危険犯と犯罪地

129

〇
〇
七
年
）
八
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
6
）  

わ
い
せ
つ
物
陳
列
罪
に
関
し
て
、
岩
間
（
前
掲
注
（
3
））
二
頁
参
照
。
ま
た
、
山
口
厚
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
犯
罪
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
一
一
七
号
（
一
九
九
七
年
）
七
六
頁
、
同
「『
刑
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
』
論
再
考
」『
経
済
犯
罪
に
関
す
る
諸
問
題
』
ト
ラ
ス
ト
六
〇

（
一
九
九
九
年
）
所
収
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
7
）  
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
五
四
頁
参
照
。

（
8
）  W

erle/Jeßberger, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedem
ann 

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, Leipziger Kom
m
entar, Bd. 1, 12. 

Aufl. （2007
）, 

§ 9 Rn. 90.

（
9
）  

ド
イ
ツ
刑
法
の
日
本
語
訳
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
法
務
資
料 

第
四
六
一
号 

ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
二
〇
〇
七
年
）
を
参
考
と
し
、

適
宜
修
正
し
た
。
以
下
も
同
様
と
す
る
。

（
10
）  

な
お
、
同
条
二
項
で
は
共
犯
の
犯
罪
地
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）  Eser, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom

m
entar, 29. Aufl. （2014

）, 

§ 9 Rn. 7

参
照
。

（
12
）  

な
お
、
国
内
犯
と
は
異
な
り
、
国
外
犯
に
関
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｃ
第
一
項
一
号
に
従
い
、
起
訴
便
宜
主
義
が
妥
当
す
る
。

Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. （2016

）, 

§ 5 Rn. 67, 77, 103

参
照
。

（
13
）  M

eyer-G
oßner/Schm

itt, Strafprozessordnung, Kom
m
entar, 59. Aufl. 

（2016

）, 

§ 7 Rn. 2

参
照
。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
の
翻
訳
は
、

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
法
務
資
料 
第
四
六
〇
号 

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
典
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
14
）  

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
、Bergm

ann, D
er Begehungsort im

 internationalen Strafrecht D
eutschlands, Englands und 

der Vereinigten Staaten von Am
erika （1966

）, S. 34 ff.; 

辰
井
「
犯
罪
地
（
一
）」（
前
掲
注
（
2
））
一
〇
六
頁
以
下
参
照
。

（
15
）  Verordnung über den G

eltungsbereich des Strafrechts vom
 6. M

ai 1940 （RG
Bl. 1940 I S. 754

）.

（
16
）  

旧
三
条
当
時
の
議
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Endem

ann, Interlokalrechtliche Problem
e im

 Bereich des Staatsschutzstrafrechts un-
ter besonderer Berücksichtigung des Tatortbegriffs （
§ 3 Abs. 3 StG

B

）, N
JW

 1966, S. 2382

を
参
照
。

（
17
）  BT-D

rucks. IV
/650 S. 113

参
照
。

（
18
）  Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom

m
entar, 18. Aufl. （1966

） 
§ 3 Rn. 6.

（
19
）  

「
法
益
」
に
は
依
拠
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、Eser, a.a.O. 
（Fn. 11

）, Rn. 6b

参
照
。
日
本
刑
法
と
の
関
係
で
同
様
の
指

摘
を
行
う
も
の
と
し
て
、
愛
知
正
博
「
国
際
刑
事
法
に
お
け
る
未
遂
の
犯
罪
地
」
中
京
法
学
三
・
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
二
二
頁
お
よ
び
一
三
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六
頁
注
二
五
。
他
方
、
構
成
要
件
的
結
果
と
区
別
さ
れ
た
「
法
益
侵
害
」
の
地
を
犯
罪
地
と
認
め
る
も
の
と
し
て
、
辰
井
「
犯
罪
地
（
二
）」（
前

掲
注
（
2
））
二
七
三
頁
以
下
、
齋
野
（
前
掲
注
（
2
））
二
九
六
頁
を
参
照
。

（
20
）  Eser, a.a.O. 

（Fn. 11

）, Rn. 6b; A
m
bos, in: Joecks/M

iebach 

（H
rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2. 
Aufl. 

（2011

）, 

§ Rn. 19; Böse, in: Kindhäuser/N
eum

ann/Paeffgen 

（H
rsg.

）, N
om

os Kom
m
entar, Strafgesetzbuch, , Bd. 1, 4. 

Aufl. （2013

）, 

§ 9 Rn. 11

等
を
参
照
。

（
21
）  
こ
の
よ
う
な
事
例
で
国
内
犯
罪
地
を
否
定
し
た
事
案
と
し
て
、O

LG
 M

ünchen, StV
 1991, 504. 

（
22
）  A

m
bos, a.a.O. （Fn. 21

）, Rn. 21; Böse, a.a.O. （Fn. 20

）, Rn. 9

参
照
。

（
23
）  Satzger, a.a.O. （Fn. 12

）, 

§ 5 Rn. 28

参
照
。

（
24
）  BG

H
St 42, 235.

（
25
）  G

eisler, in: Joecks/M
iebach （H

rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, , Bd. 5, 2. Aufl. （2014

）, 

§ 323a Rn. 3

参

照
。

（
26
）  

客
観
的
処
罰
条
件
と
結
果
地
に
関
し
て
、
詳
し
く
は
、H

ecker, Tatortbegründung gem
. 

§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 3 StG
B durch Eintritt 

einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit?, ZIS 2011, 398 ff. 

参
照
。
な
お
、
客
観
的
処
罰
条
件
を
含
む
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
と
し

て
、Satzger, a.a.O. （Fn. 12

）, 

§ 5 Rn. 31

も
参
照
。

（
27
）  

構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
に
「
あ
た
ら
な
い
」
事
情
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、Eser, a.a.O. （Fn. 11

）, Rn. 6 m
.w.N.

（
28
）  

ド
イ
ツ
に
お
け
る
抽
象
的
危
険
犯
に
関
す
る
最
近
の
邦
文
献
と
し
て
、
振
津
隆
行
『
抽
象
的
危
険
犯
の
研
究
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
七
年
）
五
頁

以
下
、
謝
煜
偉
『
抽
象
的
危
険
犯
論
の
新
展
開
』
弘
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
29
）  H

oyer, in: W
olter 

（H
rsg.

）, System
atischer Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 

（2011

）, 

§ 9 Rn. 7; Kindhäuser, 
Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskom

m
entar, 6. Aufl. 

（2015

）, 

§ 9 Rn. 9; Cornils, D
er Begehungsort von Äußerungsdelikten 

im
 Internet, JZ 1999, S. 395

等
を
参
照
。

（
30
）  Eser, a.a.O. （Fn. 11

）, Rn. 6; Böse, a.a.O. （Fn. 20

）, Rn. 12; Valerius, Stam
m
zellgesetz und grenzüberschreitende Forschung, 

N
StZ 2008, S. 122; Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kom

m
entar, 28. Aufl. 

（2014

）, 

§ 9 Rn. 2; Kindhäuser a.a.O. 

（Fn. 29

）, Rn. 
10.

（
31
）  H

ilgendorf, D
ie N

euen M
edien und das Strafrecht, ZStW

 2001, S. 668 ff.; Satzger, a.a.O. （Fn. 12

）, 

§ 5 Rn. 28.
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（
32
）  Satzger, a.a.O. （Fn. 12

）, 

§ 5 Rn. 25 f.

参
照
。

（
33
）  

な
お
、
デ
ー
タ
を
国
内
に
伝
達
し
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
刑
事
責
任
に
関
し
て
は
、Fischer, Strafgesetzbuch und N

ebengesetze, Kom
m
en-

tar, 63. Aufl. （2016

）, 

§ 9 Rn. 7

参
照
。

（
34
）  A

m
bos, a.a.O. （Fn. 21

）, Rn. 28

参
照
。

（
35
）  Fischer, a.a.O. （Fn. 33

）, Rn. 3

参
照
。

（
36
）  Cornils, a.a.O. （Fn. 29

）, S. 396 ff.

参
照
。
ま
た
、M

intas, G
lücksspiele im

 Internet （2009

）, S. 178 ff.

も
参
照
。

（
37
）  Eser, a.a.O. （Fn. 11

）, Rn. 4

参
照
。

（
38
）  A

m
bos, a.a.O. （Fn. 21

）, Rn. 29

参
照
。
ま
た
、M
intas, a.a.O. （Fn. 36

）, S. 159; H
einrich, H

andlung und Erfolg bei D
istanzde-

likten, in: H
einrich u.a. （H

rsg.

）, Festschrift für U
lrich W

eber （2004

）, S. 91, 99; H
ilgendorf/Valerius, Com

puter- und Internet-
strafrecht, 2. Aufl. （2012

）, Rn. 150

も
参
照
。

（
39
）  H

ilgendorf, a.a.O. （Fn. 31
）, S. 668

参
照
。

（
40
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 8
）, Rn. 81; Böse, a.a.O. （Fn. 20

）, Rn. 4; H
einrich, a.a.O. （Fn. 38

）, S. 99 f.

参
照
。

（
41
）  M

artin, Strafbarkeit grenzüberschreitender U
m
w
eltbeeinträchtigungen 

（1989

）, S. 79 ff.

参
照
。
ま
た
、Satzger, a.a.O. 

（Fn. 
12

）, 

§ 5 Rn. 26

も
参
照
。

（
42
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 8

）, Rn. 33.

（
43
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 8

）, Rn. 32
参
照
。
ま
た
、H

ecker, a.a.O. （Fn. 26

）, S. 400; M
artin, a.a.O. （Fn. 41

）, S. 121; H
ein-

rich, D
er Erfolgsort beim

 abstrakten G
efährdungsdelikt, G

A 1999, S. 75 f; Safferling, Internationales Strafrecht 

（2011

）, 

§ 3 
Rn. 23

も
参
照
。
な
お
、
抽
象
的
危
険
に
お
い
て
も
「
行
為
の
遂
行
か
ら
分
離
可
能
な
抽
象
的
危
険
の
結
果
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
見
解
と
し
て
、H

ecker, a.a.O. （Fn. 26

）, S. 400

参
照
。

（
44
）  W
erle/Jeßberger, a.a.O. 

（Fn. 8

）, Rn. 33; H
einrich, a.a.O. 

（Fn, 43

）, S. 81; H
ecker, D

ie Strafbarkeit grenzüberschreitender 
Luftverunreinigungen im

 deutschen und europäischen U
m
w
eltstrafrecht, ZStW

 2003, S. 888

参
照
。

（
45
）  Satzger, a.a.O. （Fn. 12

）, 

§ 5 Rn. 27

参
照
。

（
46
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 8

）, Rn. 34

参
照
。

（
47
）  Sieber, Internationales Strafrecht im

 Internet, D
as Territorialitätsprinzip der 

§§ 3, 9 StG
B im

 globalen Cyberspace, N
JW
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1999, S. 2068 ff.

（
48
）  Sieber, a.a.O. （Fn. 47

）, S. 2068 ff.

参
照
。

（
49
）  Sieber, a.a.O. （Fn. 47

）, S. 2071

参
照
。
ま
た
、Param

onova, Internationales Strafrecht im
 Cyberspace （2013

）, S. 41 ff.

も
参
照
。

（
50
）  Sieber, a.a.O. （Fn. 47

）, S. 2071

参
照
。

（
51
）  H

einrich, a.a.O. （Fn. 38

）, S. 100

参
照
。

（
52
）  H

ecker, a.a.O. （Fn. 26

）, S. 400

参
照
。
ま
た
、
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
八
〇
頁
も
参
照
。

（
53
）  

ヴ
ェ
ル
レ
＝
イ
ェ
ー
ス
ベ
ル
ガ
ー
は
、
危
険
犯
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
す
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
基
本
思
想
を
重
視
し
て

抽
象
的
危
険
犯
の
結
果
地
を
認
め
る
。W

erle /Jeßberger, a.a.O. （Fn. 8

）, Rn. 28 ff.

参
照
。
ま
た
、
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
八
〇
頁
も
参
照
。

（
54
）  

渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
四
六
頁
以
下
、
岩
間
（
前
掲
注
（
3
））
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
55
）  

そ
の
よ
う
な
立
場
と
し
て
、H

ilgendorf, a.a.O. （Fn. 31

）, S. 663

参
照
。

（
56
）  

抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
に
関
し
て
は
、
謝
（
前
掲
注
（
28
））
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
57
）  

「
適
性
」
が
要
求
さ
れ
る
他
の
表
現
犯
に
は
、
犯
罪
行
為
へ
の
報
酬
の
支
払
い
及
び
是
認
（
一
四
〇
条
）、
虚
偽
告
発
（
一
六
四
条
二
項
）、
信

条
・
宗
教
団
体
及
び
世
界
観
を
共
有
す
る
団
体
に
対
す
る
冒
瀆
（
一
六
六
条
一
項
お
よ
び
二
項
）、
悪
評
の
流
布
（
一
八
六
条
）、
政
界
に
い
る
者

に
対
す
る
悪
評
の
流
布
お
よ
び
中
傷
（
一
八
八
条
）、
言
葉
の
信
頼
性
に
対
す
る
侵
害
（
二
〇
一
条
二
項
）
等
が
あ
る
。

（
58
）  BG

H
St 46, 212. 

な
お
、
本
判
決
に
関
し
て
は
、
渡
邊
（
前
掲
注
（
2
））
七
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
59
）  LG

 M
annheim

, U
rt. v. 10. N

ovem
ber 1999, Az: 5 KLs 503 Js 9551/99.

（
60
）  

な
お
、
こ
れ
に
加
え
て
、
被
告
人
は
ド
イ
ツ
国
内
の
雑
誌
社
お
よ
び
裁
判
官
等
に
対
し
て
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
虐
殺
が
虚
偽
で
あ
る
旨
の

書
簡
を
（
オ
フ
ラ
イ
ン
の
郵
便
で
）
送
付
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
民
族
煽
動
も
併
せ
て
適
用
さ
れ
て
所
為
単
一
と
さ
れ
た
。

（
61
）  Clauß, M

M
R 2001, 232

は
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
犯
と
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
の
み
結
果
地
を
肯
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、
後
者
で
は
危
険
潜
在
性
の
創
出
（
一
三
〇
条
で
い
え
ば
平
和
破
壊
の
適
性
）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、「
潜
在
的
に
侵
害
さ
れ

る
法
益
の
担
い
手
な
く
し
て
、
危
険
潜
在
性
を
記
述
す
る
こ
と
も
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
た
め
、
こ
の
危
険
潜
在
性
は
「
場
所
特
定
可
能

性
」（Lokalisierbarkeit

）
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
抽
象
的
・
具
体
的
危
険
犯
で
は
結
果
地
が
肯
定
で
き
る
と
す
る
。

（
62
）  Zim

m
erm

ann, N
S-Propaganda im

 Internet, 

§ 86a StG
B und deutsches Strafanw

endungsrecht, H
RRS 2015, 443 ff.; Eser, 

a.a.O. （Fn. 11

）, Rn. 7a

参
照
。
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（
63
）  LG

 Regensburg, N
J 2014, 305.

（
64
）  O

LG
St StG

B 

§ 9 N
r. 3.

（
65
）  LG

 Stuttgart, M
M

R 2015, 347.
（
66
）  
前
掲
注
（
31
）
か
ら
（
33
）
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

（
67
）  KG

 Berlin, N
JW

 1999, 3500. 

（
68
）  BG

H
 N

StZ 2015, 81. 

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
は
、Satzger, Jura 2015, S. 111 ff.; A

lbrecht/Beier, jurisPR-ITR 11/2015, Anm
. 2; 

Becker, N
StZ 2015, S. 83 ff.; Busching, M

M
R 2015, S. 295 ff.; H

ecker, JuS 2015, S. 274; Valerius, H
RRS 2016, S. 186 ff.; Zim

-
m
erm

ann, H
RRS 2015, S. 441

等
が
あ
る
。

（
69
）  

な
お
、
本
件
被
告
人
は
、
他
の
多
く
の
罪
で
も
訴
追
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
国
内
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
刑
法
の
適
用

は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。

（
70
）  Zim

m
erm

ann, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 443

参
照
。

（
71
）  Valerius, a.a.O. （Fn. 69
）, S. 186; Zim

m
erm

ann, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 441; Safferling, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 1011

参
照
。

（
72
）  Becker, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 84. 
ま
た
、H

ecker, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 275

参
照
。

（
73
）  BR-D

rucks. 27/16; BT-D
rucks. 18/8089.

（
74
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、Valerius, a.a.O. （Fn. 69

）, S. 189

参
照
。

（
75
）  

構
成
要
件
と
い
う
限
定
を
排
除
す
る
見
解
と
し
て
、
辰
井
「
犯
罪
地
（
二
）」（
前
掲
注
（
2
））
二
七
三
頁
以
下
、
齋
野
（
前
掲
注
（
2
））
二

九
六
頁
を
参
照
。

（
76
）  

辰
井
「
犯
罪
地
（
一
）」（
前
掲
注
（
2
））
七
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
77
）  

近
時
の
我
が
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
同
国
設
置
の
サ
ー
バ
ー
に
開
設
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
わ
い
せ
つ
な
動
画
等
の
デ
ー
タ

フ
ァ
イ
ル
が
有
料
配
信
さ
れ
た
事
案
で
、
日
本
か
ら
こ
れ
に
関
与
し
た
被
告
人
に
対
し
て
、
わ
い
せ
つ
電
磁
的
記
録
頒
布
罪
（
日
本
刑
法
一
七
五

条
一
項
後
段
）
の
成
立
を
認
め
た
最
高
裁
決
定
（
最
決
平
成
二
六
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
六
八
巻
九
号
一
〇
五
三
頁
）
が
登
場
し
、
刑
法
適
用
の

有
無
の
観
点
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。
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横
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弥
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は
ま　

か
ず
や
）

所
属
・
現
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慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域　
　

刑
法
、
国
際
刑
法

主
要
著
作　
　

 「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察

―
日
本
刑
法
上
の
諸
概

念
と
の
対
比
を
中
心
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
と
そ
の
国
内
法
化
の
態
様
に
関
す
る
一
考

察

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
を
素
材
と
し
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七

号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
国
際
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
の
主
観
的
成
立
要
件
に
つ
い
て

―
国
際
政
治
裁
判
所

規
程
三
〇
条
に
お
け
る
『Intent and Know

ledge

』
の
意
義
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
一
六
年
）


